
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
に

異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
令
和
五
年
五
月
三
十
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神
奈
川
県
選
挙
管
理
委
員
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委
員
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資
金
管
理
団 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 
体
の
届
出
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資
金
管
理
団
体
の 

 

異
動
事
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異
動
年
月
日  

 
し
た
者
の
氏 

名
称 
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栗
林 

幸
広 
く
り
林
こ
う
こ
う 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
鎌
倉
市 

神
奈
川
県
鎌
倉
市 

 

五
、 

一
、 

九 

 
 
 
 
 
 

後
援
会 

 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

御
成
町
二
〇
―
四 

大
船
一
―
一
二
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三 
 
 
 
 
 
 

一
〇 

湘
南
第
五 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ビ
ル
四
Ｆ 

Ｎ
Ｅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｋ
Ｔ
Ｏ
Ｎ
大
船
＃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

〇
五 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

坂
井 

 

太 

坂
井
太
の
会 

 
 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
横
浜
市 

神
奈
川
県
横
浜
市 

 

四
、 

九
、 

一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

金
沢
区
釜
利
谷
東 

保
土
ケ
谷
区
霞
台 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
―
二
―
一
二 

 

五
一
―
一 

Ｄ
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

柿
の
木
ハ
イ
ツⅡ

 

〇
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
〇
五 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

佐
藤 

昌
文 

政
経
フ
ォ
ー
ラ
ム 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
横
浜
市 

神
奈
川
県
横
浜
市 

 

四
、 

四
、 

五 

 
 
 
 
 
 

新
日
本
会 

 
 
 

の
所
在
地 

 
 

保
土
ケ
谷
区
岡
沢 

西
区
北
幸
一
―
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町
二
四
六 

 
 
 

一
―
一 

水
信
ビ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ル
七
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永
田
磨
梨
奈 

永
田
ま
り
な
を
応 

公
職
の
種
類 

 

神
奈
川
県
議
会
議 

鎌
倉
市
議
会
議
員 

三
一
、 

四
、
二
九 

 
 
 
 
 
 

援
す
る
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

那
須
野
純
花 

那
須
野
純
花
後
援 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
川
崎
市 

神
奈
川
県
川
崎
市 

 

五
、 

一
、
一
七 

 
 
 
 
 
 

会 
 
 
 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

幸
区
戸
手
一
―
四 

幸
区
塚
越
四
―
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
一
四 

澤
村
ビ 

二
〇
―
四
―
六
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ル
一
〇
一 

 
 
 

二 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

仁
科
な
つ
美 

に
し
な
な
つ
み
後 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
相
模
原 

神
奈
川
県
相
模
原 

 

五
、 

二
、
一
七 

 
 
 
 
 
 

援
会 

 
 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

市
南
区
新
磯
野
一 

市
南
区
相
武
台
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
一
七
―
一
四 

 

―
四
―
一
―
二
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相
武
台
ハ
イ
ツ
二 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
一
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

廣
仲
信
太
郎 

廣
仲
信
太
郎
後
援 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
横
須
賀 

神
奈
川
県
横
浜
市 

 

五
、 

二
、
二
〇 

 
 
 
 
 
 

会 
 
 
 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

市
佐
野
町
二
―
二 

磯
子
区
丸
山
二
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇 
 
 
 
 
 
 

二
一
―
一
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

水
野 

素
子 

水
野
も
と
子
後
援 

政
治
団
体
の
名 

水
野
も
と
子
後
援 

水
野
も
と
こ
後
援 

 

五
、 

二
、
一
七 

 
 
 
 
 
 

会 
 
 
 
 
 
 

称 
 
 
 
 
 

会 
 
 
 
 
 
 

会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

安
川 

健
人 

安
川
健
人
を
応
援 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
横
須
賀 
神
奈
川
県
鎌
倉
市 

二
五
、 

五
、 

一 

 
 
 
 
 
 

す
る
会 

 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

市
西
浦
賀
四
―
一 

高
野
六
―
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
―
一 

ヴ
ェ
ラ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シ
ス
浦
賀
一
番
館 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
〇
六
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